
令和 8 年度おれんじで出愛サポート列車の旅事業婚活イベント業務委託に係る 

企画募集要項 

１．募集の趣旨 

北薩地域４市町（阿久根市、さつま町、薩摩川内市、出水市）で構成する「おれんじで出愛

サポート列車の旅事業実行委員会」では、それぞれの市町での交流プログラムなど、共同体

験を通じて、結婚を希望する独身の方への出会いの場やきっかけづくりの機会を提供し、成

婚に結び付くための活動支援イベント事業を実施している。また肥薩おれんじ鉄道を活用

し、利用促進を図る目的もあり、その企画や運営等を委託する団体を募集する。 

 

２．委託業務の内容 

婚活イベントに係る企画・運営等の一連の業務及び実施後の実績報告。 

 

３．応募資格 

 次の(1)から(4)の全ての要件を満たす団体とします。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で 

あること 

⑵ 暴力団等を構成員に含まない、また、暴力団等と取引がないこと。 

⑶ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

⑷ 経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申 

立てがなされていない者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始

の申立てがなされていない者、破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の

申立てがなされていない者、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申

立てがなされていない者、銀行取引停止処分がなされていない者。 

 

４．委託者 

 おれんじで出愛サポート列車の旅事業実行委員会 

 

５．委託方法 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定を適用し、企画提案方式による随 

意契約とします。 

 

６．委託費 

４，７５０，０００円（上限額。消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 

 

 



７．委託期間 

 契約日から令和９年３月 12 日まで 

 

８．企画提案について 

１社あたり１案とし、その経費は各社の負担とする。 

 

９．企画内容について 

仕様書のとおりとする 

 

10．提出について 

（1）提出期限 

 令和８年５月１４日（木）午後５時まで（必着） 

（2）提出先 

 〒899-0201 鹿児島県出水市緑町１番３号 

おれんじで出愛サポート列車の旅事業実行委員会 

出水市役所政策経営部コミュニティ推進課内（本庁３階） 

電話番号：0996-63-4036 

E - m a i l：kurashi_c@city.izumi.kagoshima.jp 

（3）宛名：おれんじで出愛サポート列車の旅事業実行委員会 

（4）提出書類 

① 企画提案書(任意様式。Ａ４縦サイズで統一) 

② 見積書 

 ※次のア～ウを満たす内容にしてください。 

ア 企画の概要(各業務内容やタイムスケジュールなど) 

イ 周知・広報の方法 

ウ 参考見積書 

（5）提出方法 郵送または持参 

（6）提出部数 ６部（正本 1 部、副本 5 部） 

※正本 1 部には企業名を記載すること。副本 5 部には企業名を記載しないこと。 

（7）留意事項 

・ 提出期限を過ぎた場合は受付できません。 

・ 提出された企画書は、受託決定後も返却しません。 

・ 採用された企画案は、協議の上、内容変更を行う場合があります。 

・ 提出する企画書・作品の制作費用等は、事業者の負担とします。 

・ 参加資格のない者や提出書類に虚偽の記載をした者の提出した書類は無効とします。 



・ 委託業務の遂行にあたり疑義が生じた場合またはこの仕様に定めのない事項について

は，実行委員会と十分協議を行うものとします。 

 

11． 選定方法 

 提出された応募書類により審査・選考を行い、受託者として団体を決定する。 

（1）選考 

企画応募 → 書類審査 → 結果通知 

（2） 審査基準 

別紙「おれんじで出愛サポート列車の旅事業業務委託に係る企画評価基準及び配点」の

とおりとする。 

（3）結果通知 

５月下旬までにメールにて通知する。 

 

12．委託上の留意事項 

⑴ 一括再委託の禁止 

事業を実施する際、全部を一括して第三者に委託しないこと。 

⑵ 財産取得の制限 

   本事業の委託費によって、備品等の財産を取得することは原則として禁止する。 

受託者がやむを得ず取得を必要とする場合は、委託者と協議するものとする。 

 ⑶ 成果品の帰属 

本業務で得た事業の成果については、委託者に帰属するものとし、委託者の許可 

なく第三者に貸与及び公表してはならない。 

 

13．質問受付及び回答 

（1）提出方法 

質問がある場合は、質問書の提出により行うものとし、電子メールで提出すること。 

（2）提出書類 

  質問書 

（3）提出先 

 おれんじで出愛サポート列車の旅事業実行委員会事務局 

（出水市役所政策経営部コミュニティ推進課内（本庁３階）） 

  E-mail:kurashi_c@city.izumi.kagoshima.jp 

（4）質問の受付期限 

令和 8 年５月１日（金）17 時 

（5）回答方法 

  質問に対する回答は、５月８日（金）までに出水市ホームページにて回答する。 



【提出先・お問合せ先】 

〒899-0201 鹿児島県出水市緑町１番３号 

おれんじで出愛サポート列車の旅事業実行委員会事務局 

（出水市役所政策経営部コミュニティ推進課内（本庁３階）） 

担当：切通 

電話番号：0996-63-4036 

E-mail:kurashi_c@city.izumi.kagoshima.jp 


